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 １１１１        事業事業事業事業のののの概要概要概要概要    

(1) 事業の趣旨 

佐賀市中心市街地活性化基本計画に規定されている区域内において、意欲旺盛

な事業者の新規参入を促進し、波及効果が期待できる店舗やコミュニティ施設等

の集積を図り、中心市街地の活性化を推進する。 

 

(2) 事業の内容 

中心市街地の活性化に向けてエリア内の空き店舗、或いは空き集合店舗等を活

用して事業を行う資質要件を満たす事業者に対して、次の通り家賃の一部を助成

する。 

 

助成対象経費 家  賃（共益費等は除く） 

助 成 額 

賃貸契約書に明記された対象経費の１／２以内の額で 

最大 10 万円の 12 ヶ月分。 

 

助成方法 

1）月次決算の報告及び打合わせ後に決定された家賃助成 

金額を直接大家等に当機構より振り込む。 

例：4 月分の月次決算→5 月 6 日に報告及び打合わせ 

  →5 月末に 6 月分の助成金額を振り込む 

＊月次報告が無い場合及び事業継続の意欲が認められ

ない場合は翌月以降の家賃の助成を停止する。 

2）助成は助成開始月から１２ヶ月とする。敷金は本人負

担とする。契約時における前払い家賃及び翌々月の家賃

は本人が全額負担する 

 

２２２２        募集店舗募集店舗募集店舗募集店舗    

中心市街地に居住する人々の日常の買物行動の利便性向上や人々のコミュニケーシ

ョンの活性化に寄与する店舗（事務所・倉庫は除く） 

【具体例】 衣料品店、食料品店、日用品店、飲食店、趣味の店、専門店、各種教室、

コミュニティ施設等 

    

３３３３        出店出店出店出店資格資格資格資格等等等等    

応募資格は次の全ての要件を満たす個人又は法人。 

(1) 佐賀市中心市街地活性化基本計画に規定されている区域内空き店舗を活用

し、出店する者であること。    
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(2) 別途指定する日までに、オープンが可能な者であること。 

(3) 営業時間に昼間の時間が含まれていること。（店休日以外） 

(4) 国税及び地方税のほか、義務付けられている税を滞納していないこと。 

(5) 成年被後見人、被保佐人、若しくは被補助人又は破産者で復権を得ない者で

ないこと。 

(6) 会社更生法に基づく更正手続き開始の申立て及び民事再生法に基づく民事

再生手続き開始の申立てがなされていないこと。 

(7) 公序良俗に反する企業又は団体及びその組織員でないこと。 

(8) 既に佐賀市中心市街地活性化基本計画区域内に出店している者で、対象エリ

ア内の空き店舗に移転及び 2 店舗目以上の店舗を出店しようとする者でない

こと。 

 

４４４４        採択採択採択採択までのまでのまでのまでの手続手続手続手続きききき    

  (1) 必要書類の提出期限 

    機構が指定する期日 

  (2) 提出場所 

    〒８４０－０８２６ 佐賀市白山二丁目７番１号 

    特定非営利活動法人まちづくり機構ユマニテさが エスプラッツ２Ｆ 

      (原則として、窓口での受付となります。郵送による提出をご希望の方は、機

構事務局までご連絡ください。) 

(3) 提出書類 

①  事業（出店）計画書 

②  必要資金の調達計画書 

③  販売計画書 

④  添付書類 

     （法人の場合） 

      ・会社概要 

      ・定款及び法人登記事項証明書 

     （個人の場合） 

      ・経営者の略歴（履歴書） 

      ・住民票 

     （共通） 

      ・過去３年分の税務申告書の写し 

      ・過去３年分の市税納税証明書（国保税を含む） 

（佐賀市外の場合は現住所地市町村のもの） 

  ※ 住民票、法人登記事項証明書及び市税納税証明書においては 
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  何れも３ヶ月以内に発行したもの 

     （その他） 

      ・賃貸借契約書の写し又は仮契約書の写し等（原本を持参のこと） 

・許認可、資格等の確認書類（業種により必要な場合のみ） 

・事業内容が分かる資料 

 

  (4) 提出部数 

    原本とその写し２部。Ａ４サイズで提出。 

    (5) 留意事項 

    提出された書類については、個人情報に関することを除き公開されることが 

   あります。なお、提出された書類は返却できません。 

 

５５５５        採択決定採択決定採択決定採択決定についてについてについてについて    

出店者の選考は以下の点を考慮し、機構の理事 3 名以上が参加する審査会の議決

に基づき、理事長が決定する。 

(1) 選考にあたっての視点 

① 顧客の絞込みやニーズへ対応する指針が明確であるか。 

② 顧客や周辺商店へ好ましい影響が期待できるか。 

③ 当該店舗がどれだけの集客力があるか。 

④ 顧客と共に発展し事業が継続できるか。 

⑤ 経営者としての資質や意欲があるか。 

⑥ 確実に予定工期を守れるか。 

  

６６６６        採択採択採択採択決定後決定後決定後決定後のののの手続手続手続手続きについてきについてきについてきについて    

(1) 機構との契約について 

採択が決定した応募者は、決定通知を受けた日から１０日以内に当機構と契

約を締結すること。 

 (2) 提出書類 

①  事業（出店）計画書 

②  必要資金の調達計画書 

③  販売計画書 

④  その他添付書類  

・賃貸借契約書の写し又は仮契約書の写し等（原本を持参のこと） 

・許認可、資格等の確認書類（業種により必要な場合のみ） 

・事業内容が分かる資料 

     ※上記提出書類は、事前に提出した内容に変更がある場合。 
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7777        スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    

(1) 機構担当者と出店希望者間で事業計画を協議        

(2) 審査会開催（機構理事 3 名以上が参加）・議決 

(3) 理事長による採択決定 

(4) 採択決定通知         

(5) 規約等確認        機構 ⇔ 出店者 

(6) 営業開始 

(7) 第一回月次報告及び打合わせ 

(8) 助成金の支払い 
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別図（対象エリア） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

斜線のエリア及びブルーで表示した道路沿い。 

（注）但し、大財通沿い東側、国道２６４号線通沿い南側は除く。 


